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1.調査の目的及び概要 

1.1.調査目的 

本調査は市内を流れる多摩川、大栗川及び乞田川等の水質汚濁状況を調査し、公共用水域

の水質管理に必要な情報の収集及び各種施策の策定のための基礎資料を得ることを目的とし

た。また、湧水については、緊急時の代替水源の可能性を把握することを目的とした。 

1) 河川調査対象の河川 

【多摩川】 

多摩川は、山梨県・埼玉県境にある笠取山 （標高 1,953ｍ） 山頂の南斜面下を水源とす

る。上流部では柳沢峠から流れ込んでくる柳沢川と合流するまで一之瀬川と呼ばれ、そこか

ら下流は丹波川と呼ばれ奥多摩湖に注ぐ。多摩川と呼ばれているのは奥多摩湖の湖水の出口

である小河内ダムより下流からとなる。 

東京都と神奈川県の県境としての役割も担っている河川であり、流域面積 1,240ｋｍ2、幹

川流路延長 138ｋｍの河川である。 

 

【大栗川】 

大栗川は八王子市鑓水の御殿峠を水源とし、東京都道 20 号府中相模原線に沿って大きく

蛇行しながら北東に向って流れ、八王子市松木付近で支流の大田川を合わせる。多摩市に入

り、多摩市和田の宝蔵橋付近で大きく東へ向きを変え、多摩市連光寺付近で乞田川と合流

後、1ｋｍほど流れ、稲城市との境界付近で多摩川に合流する延長 15.57ｋｍの河川であ

る。 

 

【乞田川】 

乞田川は多摩市鶴牧付近に水源を発し、800ｍほど北流したのち東北東に向きを変え、多

摩市諏訪・連光寺付近で北北東にまた向きを変える。多摩市連光寺付近、行幸橋の下流で大

栗川に合流する延長 4.43ｋｍの河川である。 

 

2) 湧水調査対象の湧水 

多摩市内にある貴重な湧水 2 箇所 

【からきだの道（寺の入の湧水）】 

からきだの道内にある湧水である。 

 

【大谷戸公園内の湧水】 

大谷戸公園内にある湧水である。 
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1.2.調査概要 

1) 調査概要 

調査概要を表 1.1～表 1.3 に示す。 

調査は表 1.1、表 1.2 に示す河川調査（公共用水域のモニタリング、多摩川水系水質合

同調査）及び、表 1.3 に示す湧水調査を実施した。 

表 1.1 河川調査 公共用水域のモニタリング 

 

 

表 1.2 河川調査 多摩川水系水質合同調査 

 

 

表 1.3 湧水調査 

 

2) 採水調査図 

(1)河川調査 

多摩市及び河川の位置を図 1.1 に、調査地点を図 1.3 に示す。 

河川の水質調査は、乞田川 2地点、大栗川 3地点、多摩川 1地点、の計 6地点で実施し

た。また、各地点における流量及び水質の状況、季節変化、縦断変化をまとめ、環境基準等

との比較を行った。 

各河川の環境基準（水質汚濁に係る環境基準、環境庁告示第 59 号）の類型は、多摩川

中・下流（拝島橋より下流）が B類型に、大栗川は A 類型に指定(平成 29年 4 月 1日指定)

されている。なお、乞田川は大栗川の支川であることから、A類型として評価した。 

 

(2)湧水調査 

湧水の位置図を図 1.2 に、調査地点を図 1.4 に示す。 

湧水の調査は、からきだの道（寺の入の湧水）及び大谷戸公園内の湧水各 1 地点、計 2地

点で実施した。 

河川 調査頻度

乞田川 稲荷橋 行幸橋 ２回/年

大栗川 久保下橋 新大栗橋 ２回/年

調査地点

河川 調査頻度

大栗川 ２回/年

多摩川 ２回/年

調査地点

合流点手前

稲城市境

河川 調査頻度

２回/年

２回/年
湧水

調査地点

からきだの道（寺の入の湧水)

大谷戸公園内の湧水



 

3 

 

図 1.1 多摩市及び河川の位置図 

 

 

図 1.2 多摩市の湧水の位置図 
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図 1.3 河川調査地点 
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図 1.4 湧水調査地点 
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大栗川 

多摩川 

採水地点 

流量観測 

中州 

＊ 流量観測地点～採水地点までの間に 

その他の流入河川等は存在しない。 

流量観測 

2.河川調査 

2.1.調査内容 

1) 調査地点及び測定方法 

調査地点及び測定項目を表 2.1 及び表 2.2 に示す。 

表 2.1 公共用水域の水質モニタリング 

 

 

表 2.2 多摩川水系水質合同調査 

 

なお、調査地点中の多摩川 稲城市境については、大栗川合流後の大丸用水堰上流側で採

水を実施したが、採水地点は堰の影響によって湛水域を形成している状態であり、極めて流

速が微量である為、流量観測には不向きであることから関戸橋～大栗川合流前の多摩川本川

で流量観測を行い、大栗川の（多摩川）合流点手前で測定する流量と合算することで稲城市

境の多摩川についての流量とした。 

 

 

 

  

調査地点 調査項目

稲荷橋

行幸橋

久保下橋

新大栗橋

気温、水温、色相、臭気、流量、透視度、
電気伝導率、pH、DO、BOD、COD、SS、
大腸菌数、ふん便性大腸菌群、大腸菌

乞田川

大栗川

調査地点 調査項目

大栗川
合流点手前

多摩川
稲城市境

大栗川
合流点手前

カドミウム、全シアン、鉛、六価クロム、ひ素、総水銀、アルキル水銀、
PCB、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、
1,1-ジクロロエチレン、シス-1.2-ジクロロエチレン、
1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、
テトラクロロエチレン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、
チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、ふっ素、ほう素、1,4-ジオキサン、
全亜鉛、ノニルフェノール、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸およびその塩

気温、水温、色相、臭気、流量、透視度、電気伝導率、pH、DO、BOD、COD、
SS、大腸菌数、ふん便性大腸菌群、大腸菌、全窒素、全りん、
りん酸性りん、MBAS、アンモニア性窒素、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素

大丸用水堰
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2) 調査日 

・公共用水域の水質モニタリング調査 

 夏季：令和 4年 6 月  2 日（木） 

 冬季：令和 4年 11 月 10 日（木） 

・多摩川水系水質合同調査 

 夏季：令和 4年 6 月  2 日（木） 

 冬季：令和 4年 11 月 10 日（木） 

 

3) 測定方法 

① 流量測定 

流量は、JIS K 0094－1994 の 8.4 に基づき、流速計による流速を測定することにより

計算で算出する方法を基本とした。また、流速計で対応不能な微量な場合は容器法、堰測

法等に準拠した方法で測定を行い、測定結果については、根拠となる流量断面も併せて提

出した。 

調査・測定記録書は、多摩市の様式に準じて作成し、調査毎に提出した。 

 

②水質分析方法 

水質分析方法及び報告下限値を表 2.3 に示す。 

水質分析方法は、水質汚濁防止法（昭和 45 年法律第 138 号）第 16 条第 1 項に基づき、

東京都が実施する公共用水の水質測定計画に準拠し実施した。なお、糞便性大腸菌群数は

水道法（昭和 32年法律第 177 号）及び水浴場水質判定基準（平成 9 年 4月環水管第 115

号環境庁水質保全局通知）に定める分析方法及び報告下限値で実施した。 

また、令和 4年 4月 1日より環境基準が改正され、従来、実施していた大腸菌群数

（MPN/100ml）から大腸菌数（CFU/100ml）に変更となった為、本調査もこれに従って実

施した。 

同様に、六価クロムの基準値が 0.05 ㎎/L から 0.02 ㎎/L に変更となったが、本項目に

ついては、以前から変更となった基準値を下回る定量下限値（0.01 ㎎/L）を採用してい

る為、特に分析方法等の変更は行わずに実施した。 

分析値の数値取扱いは「環水規 80号」（平成 11年 3 月 12 日付環境省水質保全局長通

知）を参考にした。 
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表 2.3 測定項目、測定方法及び報告下限値 

 

単位 測定方法 定量下限値 有効桁数

天候 ― ― ― ―

流量 ｍ3/ｓ JIS K0094　8 0.001 3

気温 ℃ JIS K0102 7.1 0.1 3

水温 ℃ JIS K0102 7.2 0.1 3

色相 ― JIS K0102 8 ― ―

臭気 ― JIS K0102 10.1 ― ―

透視度 度 JIS K0102 9準拠（100度計） 1 3

電気伝導率 μS/cm JIS K0102 13 1 3

pH - JIS K0102 12.1 0.1 3

(pH測定時水温) (℃) JIS K0102 7.2 0.1 3

DO ㎎/L JIS K0102 32.1 0.5 3

BOD ㎎/L JIS K0102 21及び32.1 0.5 2

COD ㎎/L JIS K0102 17 0.5 2

SS ㎎/L 昭和46年環境庁告示第59号付表9 1 2

大腸菌数 CFU/100ml 令和3年環境省告示第62号付表10 1 2

ふん便性大腸菌群数 個/100ｍｌ 上水試験方法（2011）Ⅴ-3　3.4.2 1 2

大腸菌 MPN/100mL 上水試験方法（2011）Ⅴ-3　1.5 1 2

全窒素 ㎎/L JIS K0102 45.2 0.05 3

全りん ㎎/L JIS K0102 46.3.1.1及び3.1.2 0.003 3

MBAS ㎎/L JIS K0102 30.1.1 0.02 3

ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 ㎎/L JIS K0102 42.2 0.01 3

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 ㎎/L JIS K0102 43.1.2及び2.5 0.012 3

りん酸性りん ㎎/L JIS K0102 46.1.1 0.003 3

ｶﾄﾞﾐｳﾑ ㎎/L JIS K0102 55.4 0.0003 2

全ｼｱﾝ ㎎/L 昭和46年環境庁告示第59号付表1 不検出(0.1未満) 2

鉛 ㎎/L JIS K0102 54.4 0.002 2

六価ｸﾛﾑ ㎎/L JIS K0102 65.2.1及び2.5 0.01 2

砒素 ㎎/L JIS K0102 61.4 0.005 2

総水銀 ㎎/L 昭和46年環境庁告示第59号付表2 0.0005 2

ｱﾙｷﾙ水銀 ㎎/L 昭和46年環境庁告示第59号付表3 不検出(0.0005未満) 2

PCB ㎎/L 昭和46年環境庁告示第59号付表4 不検出(0.0005未満) 2

ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ ㎎/L JIS K0125 5.2.2 0.0002 2

四塩化炭素 ㎎/L JIS K0125 5.2.2 0.0002 2

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ ㎎/L JIS K0125 5.2.2 0.0002 2

1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ㎎/L JIS K0125 5.2.2 0.0002 2

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ㎎/L JIS K0125 5.2.2 0.0002 2

1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ ㎎/L JIS K0125 5.2.2 0.0002 2

1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ ㎎/L JIS K0125 5.2.2 0.0002 2

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ㎎/L JIS K0125 5.2.2 0.001 2

ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ㎎/L JIS K0125 5.2.2 0.0002 2

1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ ㎎/L JIS K0125 5.2.2 0.0002 2

ﾁｳﾗﾑ ㎎/L 昭和46年環境庁告示第59号付表5 0.0006 2

ｼﾏｼﾞﾝ ㎎/L 昭和46年環境庁告示第59号付表6第1 0.0003 2

ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ ㎎/L 昭和46年環境庁告示第59号付表6第1 0.0003 2

ﾍﾞﾝｾﾞﾝ ㎎/L JIS K0125 5.2.2 0.0002 2

ｾﾚﾝ ㎎/L JIS K0102 67.4 0.002 2

ふっ素 ㎎/L JIS K0102 34.1及び3 0.02 2

ほう素 ㎎/L JIS K0102 47.4 0.01 2

1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ ㎎/L 昭和46年環境庁告示第59号付表8第1 0.005 2

全亜鉛 ㎎/L JIS K0102 53.4 0.001 2

ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ ㎎/L 昭和46年環境庁告示第59号付表11 0.00006 2

直鎖ｱﾙｷﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝｽﾙﾎﾝ酸及びその塩 ㎎/L 昭和46年環境庁告示第59号付表12 0.0006 2

現

地

測

定

室

 

内

 

分

 

析

項目
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2.2.調査結果 

公共用水域の水質モニタリング調査結果を表 2.4 及び表 2.5 に、多摩川水系水質合同

調査結果を表 2.6 に示す。 

 

表 2.4 公共用水域の水質モニタリング調査結果（1） 

 

 

表 2.5 公共用水域の水質モニタリング調査結果（2） 

 

R4.6.2 R4.11.10 R4.6.2 R4.11.10

14:08 14:13 14:36 14:55

天候 - 晴 晴 - 晴 晴 - -

流量 m3/s 0.026 0.022 0.024 0.138 0.114 0.126 -

気温 ℃ 27.0 16.8 21.9 27.7 18.0 22.9 -

水温 ℃ 27.6 17.3 22.5 28.1 17.0 22.6 -

色相 - 淡黄緑色 淡黄緑色 - 淡黄緑色 淡黄緑色 - -

臭気 - 弱藻臭 弱藻臭 - 弱藻臭 弱藻臭 - -

透視度 cm >100 >100 >100 >100 >100 >100 -

電気伝導率 μS/cm 246 253 250 227 261 244 -

pH - 9.0 8.5 8.8 9.4 9.0 9.2 6.5以上8.5以下

BOD mg/L 1.4 0.7 1.1 0.6 1.5 1.1 2以下

COD mg/L 3.1 2.7 2.9 3.2 3.2 3.2 -

SS mg/L 1 2 2 2 2 2 25以下

DO mg/L 11.3 10.6 11.0 10.5 12.4 11.5 7.5以上

大腸菌数 CFU/100mL 410 6200 3310 74 180 127 300以下 ※3

ふん便性大腸菌群 個/100mL 660 8800 4730 87 610 349 -※2

大腸菌 MPN/100mL 190 2400 1295 52 250 151 -

    ※３　令和４年４月より大腸菌群数（MPN/100mL）から大腸菌数（CFU/100mL）に改正

単位

    ※２　水浴場水質判定基準　(環境庁環水管第115号　平成9年4月)参照

平均値 平均値

乞田川

稲荷橋 行幸橋

注) ※１　基準値：水質汚濁に係る環境基準　（環境庁告示第59号　昭和46年12月）、平成29年4月1日より大栗川：A類型

基準値※１

(参考)

項目

調査地点

調査日

R4.6.2 R4.11.10 R4.6.2 R4.11.10 R4.6.2 R4.11.10

13:05 13:15 10:20 10:07 9:00 9:00

天候 - 晴 晴 - 晴 晴 - 晴 晴 - -

流量 m
3
/s 0.424 0.277 0.351 0.507 0.404 0.456 0.815 0.625 0.720 -

気温 ℃ 26.5 19.0 22.8 21.5 16.0 18.8 25.5 15.2 20.4 -

水温 ℃ 25.1 16.0 20.6 22.5 14.5 18.5 20.0 13.0 16.5 -

色相 - 淡黄緑色 淡黄緑色 - 淡黄緑色 淡黄緑色 - 淡黄緑色 淡黄緑色 - -

臭気 - 弱藻臭 弱藻臭 - 弱藻臭 弱藻臭 - 弱藻臭 弱藻臭 - -

透視度 cm >100 >100 >100 >100 >100 >100 >100 >100 >100 -

電気伝導率 μS/cm 278 336 307 271 319 295 264 311 288 -

pH - 8.8 8.9 8.9 8.2 8.2 8.2 8.4 7.9 8.2 6.5以上8.5以下

BOD mg/L 1.0 1.4 1.2 0.8 0.5 0.7 1.0 0.7 0.9 2以下

COD mg/L 2.2 3.3 2.8 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 -

SS mg/L 2 3 2 1 3 2 1 2 2 25以下

DO mg/L 10.5 13.3 11.9 12.0 13.3 12.7 12.8 10.6 11.7 7.5以上

大腸菌数 CFU/100mL 84 110 97 51 96 74 85 250 168 300以下 ※3

ふん便性大腸菌群 個/100mL 200 240 220 140 980 560 100 400 250 -※2

大腸菌 MPN/100mL 65 96 81 53 170 112 88 370 229 -

    ※３　令和４年４月より大腸菌群数（MPN/100mL）から大腸菌数（CFU/100mL）に改正

注) ※１　基準値：水質汚濁に係る環境基準　（環境庁告示第59号　昭和46年12月）、平成29年4月1日より大栗川：A類型

    ※２　水浴場水質判定基準　(環境庁環水管第115号　平成9年4月)参照

大栗川

基準値※１

(参考)

平均値

合流点手前
単位

平均値 平均値

久保下橋 新大栗橋

項目

調査地点

調査日
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表 2.6 多摩川水系水質合同調査結果 

 

R4.6.2 R4.11.10 R4.6.2 R4.11.10
9:00 9:00 11:30 11:30

天候 - 晴 晴 - 晴 晴 - -

流量(現地) m
3
/s 0.815 0.625 0.720 16.2 11.1 13.7 -

気温(現地) ℃ 25.5 15.2 20.4 26.0 22.5 24.3 -

水温(現地) ℃ 20.0 13.0 16.5 23.9 17.0 20.5 -

色相(現地) - 淡黄緑色 無色 - 淡黄緑色 淡黄緑色 - -

臭気 - 弱藻臭 弱藻臭 - 弱藻臭 弱藻臭 - -

透視度(現地) 度 >100 >100 >100 >100 >100 >100 -

 電気伝導率 μS/cm 264 311 288 244 255 250 -

pH - 8.4 7.9 8.2 7.8 7.7 7.8 6.5以上8.5以下

BOD mg/L 1.0 0.7 0.9 <0.5 1.3 1.3
B:3以下
A:2以下

COD mg/L 2.3 2.3 2.3 1.9 3.5 2.7 -

SS mg/L 1 2 2 3 1 2 25以下

DO mg/L 12.8 10.6 11.7 10.8 10.4 10.6
B:5以上

A:7.5以上

大腸菌数 CFU/100mL 85 250 168 60 94 77
B:1000以下
A: 300以下

ふん便性大腸菌群 個/100mL 100 400 250 100 370 235 ※２

大腸菌 MPN/100mL 88 370 229 27 190 109 -

全りん mg/L 0.011 0.014 0.013 0.182 0.260 0.221 -

りん酸性りん mg/L 0.005 0.008 0.007 0.166 0.240 0.203 -

全窒素 mg/L 0.89 1.29 1.09 3.49 5.17 4.33 -

陰イオン界面活性剤(MBAS) mg/L <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 -

アンモニア性窒素 mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 -

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 mg/L 0.73 0.89 0.81 3.0 4.5 3.75 10以下

カドミウム mg/L <0.0003 <0.0003 <0.0003 - - - 0.003以下

全シアン mg/L <0.1 <0.1 <0.1 - - - 検出されないこと

鉛 mg/L <0.002 <0.002 <0.002 - - - 0.01以下

六価クロム mg/L <0.01 <0.01 <0.01 - - - 0.02以下

砒素 mg/L <0.005 <0.005 <0.005 - - - 0.01以下

総水銀 mg/L <0.0005 <0.0005 <0.0005 - - - 0.0005以下

アルキル水銀 mg/L <0.0005 <0.0005 <0.0005 - - - 検出されないこと

PCB mg/L <0.0005 <0.0005 <0.0005 - - - 検出されないこと

ジクロロメタン mg/L <0.0002 <0.0002 <0.0002 - - - 0.02以下

四塩化炭素 mg/L <0.0002 <0.0002 <0.0002 - - - 0.002以下

1,2-ジクロロエタン mg/L <0.0002 <0.0002 <0.0002 - - - 0.004以下

1,1-ジクロロエチレン mg/L <0.0002 <0.0002 <0.0002 - - - 0.1以下

シス-1,2-ジクロロエチレン mg/L <0.0002 <0.0002 <0.0002 - - - 0.04以下

1,1,1-トリクロロエタン mg/L <0.0002 <0.0002 <0.0002 - - - 1以下

1,1,2-トリクロロエタン mg/L <0.0002 <0.0002 <0.0002 - - - 0.006以下

トリクロロエチレン mg/L <0.001 <0.001 <0.001 - - - 0.01以下

テトラクロロエチレン mg/L <0.0002 <0.0002 <0.0002 - - - 0.01以下

1,3-ジクロロプロペン mg/L <0.0002 <0.0002 <0.0002 - - - 0.002以下

チウラム mg/L <0.0006 <0.0006 <0.0006 - - - 0.006以下

シマジン mg/L <0.0003 <0.0003 <0.0003 - - - 0.003以下

チオベンカルブ mg/L <0.0003 <0.0003 <0.0003 - - - 0.02以下

ベンゼン mg/L <0.0002 <0.0002 <0.0002 - - - 0.01以下

セレン mg/L <0.002 <0.002 <0.002 - - - 0.01以下

ふっ素 mg/L 0.06 0.07 0.07 - - - 0.8以下

ほう素 mg/L 0.06 0.13 0.10 - - - 1以下

1,4-ジオキサン mg/L <0.005 <0.005 <0.005 - - - 0.05以下

全亜鉛 mg/L 0.001 0.001 0.001 - - - -

ノニルフェノール mg/L <0.00006 <0.00006 <0.00006 - - - -

直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及
びその塩

mg/L <0.0006 0.0008 0.0008 - - - -

   ※３ 令和４年４月より大腸菌群数（MPN/100mL）から大腸菌数（CFU/100mL）に改正

注) ※１　基準値：水質汚濁に係る環境基準　（環境庁告示第59号　昭和46年12月）
　　　　　　多摩川中流域：B類型指定、平成29年4月1日より大栗川：A類型指定

　 ※２ 水浴場水質判定基準　(環境庁環水管第115号　平成9年4月)参照

大栗川
合流点手前

多摩川
稲城市境 基準値※１

(参考)
単位

平均値 平均値

項目
調査地点

調査日
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2.3.環境基準との比較 

本年度の河川の水質調査結果と環境基準「生活環境の保全に関する環境基準」との比較を

表 2.7 に示す。平成 29年 4 月 1日より大栗川が B類型から A類型と見直されたのに伴い、

支川である乞田川も大栗川と同じ A類型として評価を行った。 

表 2.7 生活環境の保全に関する環境基準との比較 

 

 

本年度の調査の結果で、環境基準を超過した項目は pH 及び大腸菌数であった。 

また、その他の項目については全て環境基準を満足していた。 

① pH 

乞田川では稲荷橋の夏季、行幸橋の夏季及び冬季、大栗川では久保下橋の夏季及び冬季

で基準値（6.5 以上～8.5 以下）を超過していた。 

基準値を超過した要因としては、水中の藻類等による＊炭酸同化作用の影響によるもの

と考えられ、超過しなかった地点についても比較的、高い値を示している。 

 

＊水中の藻類が光合成を行うことにより、溶存態の炭酸ガスを吸収し、その干渉性が失

われる為にｐHの値が上昇することであり、同時に酸素を水中に放出するのでＤＯ（溶存

酸素）は高い値となる。（１気圧下の飽和溶存酸素量：8.84 ㎎/L） 

 

② 大腸菌数 

環境基準が改正されたことによって令和 4年 4月 1日より、従来の大腸菌群数

（MPN/100mL）から大腸菌数（CFU/100mL）に変更となった。 

今回の調査では、乞田川の稲荷橋（A類型：300CFU/100mL 以下）のみが夏季、冬季とも

に基準値を超過する結果であり、特に冬季は大幅に高い値を示している。 

  

夏季 冬季 夏季 冬季 夏季 冬季 夏季 冬季 夏季 冬季 夏季 冬季

ｐH（A類型、B類型共通）
6.5以上～8.5以下

9.0 8.5 9.4 9.0 8.8 8.9 8.2 8.2 8.4 7.9 7.8 7.7

BOD
A類型：2mg/L以下
B類型：3mg/L以下

1.4 0.7 0.6 1.5 1.0 1.4 0.8 0.5 1.0 0.7 <0.5 1.3

SS（A類型、B類型共通）
25mg/L以下

1 2 2 2 2 3 1 3 1 2 3 1

DO
A類型：7.5mg/L以上
B類型：5mg/L以上

11.3 10.6 10.5 12.4 10.5 13.3 12.0 13.3 12.8 10.6 10.8 10.4

大腸菌数
A類型： 300CFU/100mL以下
B類型：1,000CFU/100mL以下

410 6,200 74 180 84 110 51 96 85 250 60 94

注) ※基準値：水質汚濁に係る環境基準　（環境庁告示第59号　昭和46年12月）、大栗川は平成29年4月1日よりA類型
　　　　　　　　多摩川はB類型である。

     ※網掛けは基準超過を示す。

新大栗橋 合流点手前

大栗川 多摩川

稲荷橋 行幸橋 久保下橋 稲城市境

乞田川

     ※令和４年４月より大腸菌群数（MPN/100mL）から大腸菌数（CFU/100mL）に改正

項目

基準値

調査地点
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2.4.縦断変化 

本年度の乞田川と大栗川における流量、BOD 及び BOD 負荷量の縦断変化を図 2.1～   

図 2.3 に示す。 

 

1) 夏季調査(令和 4年 6月 2日実施) 

① 流量 

乞田川は、稲荷橋で 0.026ｍ3/s、行幸橋で 0.138ｍ3/s であり、流下に伴い増加してい

た。 

大栗川は、久保下橋で 0.424ｍ3/s、新大栗橋で 0.507ｍ3/s、合流点手前で 0.815ｍ3/s

であり、乞田川と同様に流下に伴い増加していた。 

 

②BOD 

上流から下流にかけて汚濁物質の混入が認められない限り、流量が増加することによる

希釈効果で、一般的に BOD 値は低下する傾向にある。 

乞田川は、稲荷橋で 1.4mg/L、行幸橋で 0.7mg/L と値が低下して、基準値（2.0mg/L 以

下）より低い値であった。値が 1/2 となっていることから、流下にともなう希釈効果が現

れているものと考えられる。 

大栗川は、久保下橋で 1.0mg/L、新大栗橋で 0.8mg/L、合流点手前で 1.0mg/L と概ね同

様な値で、基準値（2.0mg/L 以下）よりも低い値であった。乞田川に比べて大栗川は流域

面積が大きく流入する小河川等が多いことから、流下にともなう希釈効果は働くものの、

その効果は調査時の流入負荷によって左右されるものと考えられ、夏季調査時では全域で

同様な値を示したものと考えられる。 

 

③BOD 負荷量 

BOD 負荷量は、有機物の汚濁状態を示す BOD 濃度と 1日当たりの河川流量の積で表され

る指標である。 

乞田川は、稲荷橋で 3.1kg/日、行幸橋で 7.2kg/日であり、流下に伴い増加していた。 

大栗川では、久保下橋で 36.6kg/日、新大栗橋で 35.0kg/日、合流点手前で 70.4kg/日

であり、乞田川と同様に概ね流下に伴い増加していた。 

 

2) 冬季調査(令和 4年 11 月 10 日実施) 

① 流量 

乞田川は、稲荷橋で 0.022ｍ3/s、行幸橋で 0.114ｍ3/s であり、流下に伴い増加してい

た。また、調査前 10 日間の累積雨量が夏季よりも少なかったことから、夏季に比べて減
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少していた。 

大栗川は、久保下橋で 0.277ｍ3/s、新大栗橋で 0.404ｍ3/s、合流点手前で 0.625ｍ3/s

と、乞田川と同様に流下に伴い増加し、夏季に比べて減少していた。 

 

② BOD 

乞田川は、稲荷橋で 0.7mg/L、行幸橋で 1.5mg/L と基準値（2.0mg/L 以下）より低い値

であった。夏季とは逆に下流の調査地点の方が高い値を示しているのは、もともと少ない

流量であることから、流下に伴う希釈効果よりも調査地点間（稲荷橋～行幸橋間）での流

入負荷等が顕著であったものと考えられる。 

大栗川は、久保下橋で 1.4 mg/L、新大栗橋で 0.5mg/L、合流点手前で 0.7mg/L と基準値

（2.0mg/L 以下）より低い値であった。新大栗橋から合流点手前でわずかに増加がみられ

るものの、最下流で 1/2 の値まで減少しているので流下に伴う希釈効果の影響が現れてい

るものと考えられる。 

 

③ BOD 負荷量 

乞田川は、稲荷橋で 3.1kg/日、行幸橋で 14.8kg/日と、流下に伴い増加していた。 

大栗川は、久保下橋で 33.5kg/日、新大栗橋で 17.5kg/日、合流点手前では 37.8kg/日

で、中間地点の新大栗橋の負荷量が最も低い値であった理由としては BOD の値が低いこと

に由来するものであり、全体としては流下に伴って増加していた。 

 

表 2.8 BOD 負荷量 

 

 

  

夏季 冬季 夏季 冬季 夏季 冬季 夏季 冬季 夏季 冬季 夏季 冬季

流量（ｍ3/sec) 0.026 0.022 0.138 0.114 0.424 0.277 0.507 0.404 0.815 0.625 16.2 11.1

BOD(mg/L) 1.4 0.7 0.6 1.5 1.0 1.4 0.8 0.5 1.0 0.7 <0.5 1.3

BOD負荷量（kg/日）
3.1 1.3 7.2 14.8 36.6 33.5 35.0 17.5 70.4 37.8 699.8 1246.8

稲城市境

BODの定量下限値未満（＜0.5ｍｇ/L）は0.5ｍｇ/Lとして負荷量を算出した。

乞田川 大栗川 多摩川

稲荷橋 行幸橋 久保下橋 新大栗橋 合流点手前
項目

調査地点
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